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議案第 21 号 

  

   寒川町町税条例等の一部改正について 

 

寒川町町税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和 2 年 5 月 14 日提出 

 

                    寒川町長 木 村 俊 雄       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 

 地方税法の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案する。 
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寒川町条例第 号 

 

寒川町町税条例等の一部を改正する条例 

 

 (寒川町町税条例の一部改正) 

第 1 条 寒川町町税条例(昭和 60 年寒川町条例第 16 号)の一部を次のように改正す

る。 

附則第 11 項に次の 1 号を加える。 

(11) 法附則第 62 条の条例で定める割合 零 

附則第 18 項中「令和 2 年 9 月 30 日」を「令和 3 年 3 月 31 日」に改め、附則に

次の 1 項を加える。 

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等) 

23 第 7 条の 3 第 7 項の規定は、法附則第 59 条第 3 項において準用する法第 15 条

の 2 第 8 項に規定する条例で定める期間について準用する。 

 (寒川町町税条例の一部改正) 

第 2 条 寒川町町税条例の一部を次のように改正する。 

附則第 11 項第 11 号中「第 62 条」を「第 64 条」に改め、附則に次の 1 項を加え

る。 

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例) 

24 法附則第 60 条第 3 項の条例で定めるものは、所得割の納税義務者が、前年中

に新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例

に関する法律(令和 2 年法律第 25 号)第 5 条第 4 項に規定する指定行事のうち、

町長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指

定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一

部の放棄とする。 
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 (寒川町町税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 

第 3 条 寒川町町税条例等の一部を改正する条例(令和元年寒川町条例第 5 号)の一部

を次のように改正する。 

第 3 条のうち、寒川町町税条例附則の改正規定中「第 21 項」を「第 24 項」に、

「第 22 項」を「第 25 項」に、「第 20 項」を「第 23 項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 2 条の規定は、令和 3 年 1 月 1 日

から施行する。 
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(第 1条 関 係 )寒 川 町 町 税 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

制 定 附 則  制 定 附 則  

附  則  附  則  

1～ 10 (略 ) 1～ 10 (略 ) 

(法 附 則 第 15条 第 2項 第 1号 等 の 条 例 で 定

め る 割 合 ) 

(法 附 則 第 15条 第 2項 第 1号 等 の 条 例 で 定

め る 割 合 ) 

1 1  次 の 各 号 に 掲 げ る 条 例 で 定 め る 割 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。  

1 1  次 の 各 号 に 掲 げ る 条 例 で 定 め る 割 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。  

(1)～ (10) (略 ) (1)～ (10) (略 ) 

(加 え る )  ( 1 1 )  法 附 則 第 62条 の 条 例 で 定 め る 割

合  零  

12～ 17 (略 ) 12～ 17 (略 ) 

1 8  自 家 用 の 3輪 以 上 の 軽 自 動 車 で あ っ

て 乗 用 の も の に 対 す る 第 27条 の 4(第 2号

に 係 る 部 分 に 限 る 。 )及 び 前 項 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、当 該 軽 自 動 車 の 取 得 が

令 和 元 年 10月 1日 か ら 令 和 2年 9月 30日 ま

で の 間 に 行 わ れ た と き に 限 り 、こ れ ら の

規 定 中 「 100分 の 2」 と あ る の は 、 「 100

分 の 1」 と す る 。  

1 8  自 家 用 の 3輪 以 上 の 軽 自 動 車 で あ っ

て 乗 用 の も の に 対 す る 第 27条 の 4(第 2号

に 係 る 部 分 に 限 る 。 )及 び 前 項 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、当 該 軽 自 動 車 の 取 得 が

令 和 元 年 10月 1日 か ら 令 和 3年 3月 31日 ま

で の 間 に 行 わ れ た と き に 限 り 、こ れ ら の

規 定 中 「 100分 の 2」 と あ る の は 、 「 100

分 の 1」 と す る 。  

19～ 22 (略 ) 19～ 22 (略 ) 

(加 え る )  (新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 に 係 る

徴 収 猶 予 の 特 例 に 係 る 手 続 等 ) 

 23 第 7条 の 3第 7項 の 規 定 は 、法 附 則 第 59

条 第 3項 に お い て 準 用 す る 法 第 15条 の 2

第 8項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 期 間 に つ

い て 準 用 す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

 

(第 2条 関 係 )寒 川 町 町 税 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

制 定 附 則  制 定 附 則  

   附  則     附  則  
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1～ 10 (略 )  1～ 10 (略 ) 

1 1  次 の 各 号 に 掲 げ る 条 例 で 定 め る 割 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。  

1 1  次 の 各 号 に 掲 げ る 条 例 で 定 め る 割 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 と す る 。  

(1)～ (10) (略 ) (1)～ (10) (略 ) 

(11) 法 附 則 第 62条 の 条 例 で 定 め る 割

合  零  

(11)  法 附 則 第 64条 の 条 例 で 定 め る 割

合  零  

12～ 23 (略 ) 12～ 23 (略 ) 

(加 え る ) (新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 に 係 る 寄

附 金 税 額 控 除 の 特 例 ) 

 24 法 附 則 第 60条 第 3項 の 条 例 で 定 め る も

の は 、所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 、前 年 中 に

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に

対 応 す る た め の 国 税 関 係 法 律 の 臨 時 特

例 に 関 す る 法 律 (令 和 2年 法 律 第 25号 )第

5条 第 4項 に 規 定 す る 指 定 行 事 の う ち 、町

長 が 指 定 す る も の の 中 止 若 し く は 延 期

又 は そ の 規 模 の 縮 小 に よ り 生 じ た 当 該

指 定 行 事 の 入 場 料 金 、参 加 料 金 そ の 他 の

対 価 の 払 戻 し を 請 求 す る 権 利 の 全 部 又

は 一 部 の 放 棄 と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

 

 

(第 3条 関 係 ) 寒 川 町 町 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

第 1条 ・ 第 2条  (略 ) 第 1条 ・ 第 2条  (略 ) 

(寒 川 町 町 税 条 例 の 一 部 改 正 )  (寒 川 町 町 税 条 例 の 一 部 改 正 ) 

第 3条  寒 川 町 町 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 3条  寒 川 町 町 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

附 則 第 21項 を 附 則 第 22項 と し 、附 則 第

15項 か ら 附 則 第 20項 ま で を 1項 ず つ 繰 り

下 げ 、 附 則 第 14項 の 次 に 次 の 1項 を 加 え

る 。  

附 則 第 24項 を 附 則 第 25項 と し 、附 則 第

15項 か ら 附 則 第 23項 ま で を 1項 ず つ 繰 り

下 げ 、 附 則 第 14項 の 次 に 次 の 1項 を 加 え

る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  
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(改 正 附 則 ) 

現 行  改 正 案  

 附  則  

 こ の 条 例 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。た

だ し 、第 2条 の 規 定 は 、令 和 3年 1月 1日 か ら

施 行 す る 。  

 


